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河第４５４号 

 

 

令和８年度自走式草刈機を活用したアダプト活動支援事業に関する業務委託 

参加意思確認及び提案を求める公告 

 

 

 協働の精神に基づいて行われるボランティア活動であるアダプト活動に対し、負担とな

っている草刈りの負担軽減や安全性向上を図ることを目的として自走式草刈機を活用した

アダプト活動支援事業を実施する。 

 事業実施にあたっては、自走式草刈機の管理及び操作方法を熟知しており、河川や道路、

公園等の公共用地におけるボランティア活動団体への貸出に対応し、技術的な助言・指導

を行った実績があり、かつ、常時３台以上の高性能な自走式草刈機を県下全域へ貸し出す

ことができる体制を備えており、円滑に事業が遂行できる西尾レントオール株式会社岡山

中央営業所を相手方とする随意契約手続を行う予定としているが、他の者で下記２の応募

要件を満たし、本業務の実施を希望する者の有無を確認する目的で、参加資格確認申請書

の提出を招請する公募を実施する。 

公募の結果、下記２の応募要件を満たすと認められる者が他にいない場合は、西尾レン

トオール株式会社岡山中央営業所との随意契約手続に移行する。 

なお、下記２の応募要件を満たすと認められる者が他にいる場合にあっては、西尾レン

トオール株式会社岡山中央営業所と当該応募者の提出する提案書等について審査を行い、

契約相手方を選定する予定である。 

 

令和８年３月１１日 

 

岡山県知事 伊原木 隆太 

 

１ 提案に付する事項 

（１）業 務 名：令和８年度自走式草刈機を活用したアダプト活動支援事業 

（２）業務内容：別紙「委託業務仕様書」による 

（３）業務期間：契約締結日から令和８年１１月３０日まで 

 

２ 応募要件 

 次に掲げる要件を全て満たしていること。 

（１）一般競争入札（条件付）参加資格者名簿（物品）（以下、「入札参加資格者名簿」 

という。）に登載されている者であること。 

（２）入札参加資格者名簿の営業種目が「大分類９その他、小分類１２レンタル・リース

類」に登載され、格付区分がＡであること。 

（３）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該当 

する者でないこと。 
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（４）入札参加資格者名簿に登載された事務所所在地が岡山県内であること。 

（５）物品の売買、修理等の契約に係る一般競争入札（条件付）参加資格者の資格審査要 

領（平成１９年岡山県告示第３０６号）に規定する入札参加の停止の措置を受けてい 

る者でないこと。 

（６）岡山県から物品の売買、修理等の契約に係る一般競争入札(条件付）参加除外の措 

置を受けている者でないこと。 

（７）岡山県建設工事等暴力団対策会議運営要領に基づく指名除外を受けている者でない 

こと。 

（８）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがなされ 

ている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立 

てがなされている者（更生手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けている者を 

除く。）でないこと。 

（９）県下全域を業務エリアとし、本業務を円滑に遂行するための十分な人員、設備等を

有すること。 

（10）過去２年以内に、河川や道路、公園等の公共用地におけるボランティア活動団体へ

の貸出に対応し、技術的な助言・指導を行った実績を有すること。 

（11）過去２年以内に、国、地方公共団体等の公的機関との間で、類似業務の契約実績を

有すること。 

（12）岡山県税を滞納している者でないこと。 
 

３ 契約条項を示す場所 

〒700-8570 岡山市北区内山下２－４－６ 

岡山県土木部河川課 

電話：086-226-7478  FAX：086-223-2705 
 

４ 業務委託参加手続等 

（１）仕様書等の配付期間及び場所 

① 配布期間 令和８年３月１１日（水）から令和８年３月１８日（水）までの９時 

       から１７時まで（閉庁日を除く。） 

② 配付場所 上記３の場所に同じ 

      なお、河川課のホームページからもダウンロードすることができる。 

（ＵＲＬ）https://www.pref.okayama.jp/soshiki/64/ 

（２）参加意思確認申請書の提出期限、場所及び方法 

① 提出期限 令和８年３月１８日（水）１７時（必着） 

② 提出場所 上記３の場所に同じ 

③ 提出方法 持参又は郵送等（郵送の場合、書留郵便のほか、これに準じる方法に 

よるものに限る。なお、提出期限内に必着を要する。） 

（３）提出書類  

・参加資格確認申請書（様式第２号） 

  ・岡山県県民局長が発行する都道府県税の完納証明書（「県税及びその附帯徴収金に 

未納の徴収金の額のないこと」の証明書） 
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（４）仕様書に関する質問 

① 受付期間 令和８年３月１１日（水）から令和８年３月１８日（水）までの９時 

       から１７時まで（閉庁日を除く。） 

② 受付場所 上記３の場所に同じ 

③ 受付方法 委託業務仕様書に対する質問・回答書（様式第１号）により持参又は

ＦＡＸで行うこと。電話や来訪など口頭による質問は受け付けない。

なお、ＦＡＸによる場合は、送付した旨を電話にて連絡し、受け取り

の確認をすること。 

 

５ 参加意思確認申請書の審査及び通知 

（１）参加意思確認申請書が提出された場合、審査を行う。 

（２）（１）の審査の結果、応募要件を満たすと認められる者に対しては、書面により通

知するとともに、事業に関する提案書（様式第３号）の要請を行う。 

（３）（１）の審査の結果、応募要件を満たさない者については、書面により通知する。

なお、この通知を受けた者は、事業に関する提案書を提出することができない。 

 

６ 提案書の審査等 

（１）提案書等の提出方法 

① 提出期限 令和８年３月２３日（月）１７時（必着） 

② 提出場所 上記３の場所に同じ 

③ 提出方法 持参又は郵送等持参又は郵送等（郵送の場合、書留郵便のほか、これ

に準じる方法によるものに限る。なお、提出期限内に必着を要する。） 

（２）提出書類 

  ・事業に関する提案書（様式第３号） 

  ・事業計画書（様式第４号） 

  ・事業に関する見積書（様式第５号）  

  ・法人に関する調書（様式第６号） 

  ・岡山県県民局長が発行する都道府県税の完納証明書（「県税及びその附帯徴収金に 

未納の徴収金の額のないこと」の証明書） 

・その他必要と認めた書類 

（３）審査方法 

 岡山県土木部内に設置する審査会において、別に定める審査基準により提案書等の

内容を審査し、契約の相手方を選定する。 

（４）審査結果の通知方法 

 審査後、書面により通知する。 

 

７ その他 

（１）本業務は、県の令和８年度予算において予算措置された場合のみ事業化される停止 

条件付き事業であり、予算が成立しない場合には、この手続に係る一切について、い 

かなる効力も発生しないものである。 
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（２）提出期限までに参加意思確認申請書を提出しない者は、参加意思のないものとして 

取り扱う。 

（３）契約保証金は、岡山県財務規則（昭和６１年３月２０日規則第８号）第１５３条、 

第１５４条及び第１５５条の規定による。 

（４）業務委託契約書の作成を要する。 

（５）契約締結予定者は、契約を締結しようとするときは、暴力団の排除に係る誓約書を

提出しなければならない。なお、この誓約書を提出しないときは、契約締結を拒ん

だものとみなすので留意すること。 

（６）応募及び審査に要する一切の費用は、応募者の負担とする。 

（７）提出された書類は返却しない。なお、提出された書類は本件審査の目的以外に使用

しない。 


